
 

 

 
令和７年第２回（１１月）定例会 

 

つがる西北五広域連合議会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つがる西北五広域連合議会 
 

 



 

目   次 
 

○議決結果表 ································································ １ 

 

○議事日程 ·································································· ２ 

 

○本日の会議に付した事件 ···················································· ３ 

 

○出席議員 ·································································· ３ 

 

○欠席議員 ·································································· ３ 

 

○説明のため出席した者 ······················································ ４ 

 

○職務のため出席した事務局職員 ·············································· ５ 

 

○開会宣告 ·································································· ６ 

 

○開議宣告 ·································································· ６ 

 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 ············································ ６ 

 

○日程第２ 会期の決定 ······················································ ６ 

 

○日程第３ 議案第１５号から 

 

 日程第１４ 議案第２６号まで ·············································· ６ 

 

○広域連合長あいさつ ······················································ １３ 

 

○閉会宣告 ································································ １４ 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

   令和７年つがる西北五広域連合議会第２回定例会議決結果表 

 

議案番号 提案月日 件   名 議決月日 審議結果 

議案第１５号 
令和７年 

１１月２６日 

つがる西北五広域連合副広域連合長の

選任について 

令和７年 

１１月２６日 
同意 

議案第１６号 
令和７年 

１１月２６日 

専決処分の承認を求めることについて

（つがる西北五広域連合一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について） 

令和７年 

１１月２６日 
承認 

議案第１７号 
令和７年 

１１月２６日 

専決処分の承認を求めることについて

（つがる西北五広域連合一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について） 

令和７年 

１１月２６日 
承認 

議案第１８号 
令和７年 

１１月２６日 

令和６年度つがる西北五広域連合一般

会計歳入歳出決算の認定について 

令和７年 

１１月２６日 
認定 

議案第１９号 
令和７年 

１１月２６日 

令和６年度つがる西北五広域連合病院

事業会計決算の認定について 

令和７年 

１１月２６日 
認定 

議案第２０号 
令和７年 

１１月２６日 

令和６年度西北五環境整備事務組合一

般会計歳入歳出決算の認定について 

令和７年 

１１月２６日 
認定 

議案第２１号 
令和７年 

１１月２６日 

令和７年度つがる西北五広域連合一般

会計補正予算（第１号） 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 

議案第２２号 
令和７年 

１１月２６日 

令和７年度つがる西北五広域連合特別

会計補正予算（第１号） 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 

議案第２３号 
令和７年 

１１月２６日 

令和７年度つがる西北五広域連合病院

事業会計補正予算（第１号） 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 

議案第２４号 
令和７年 

１１月２６日 

つがる西北五広域連合病院事業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 

議案第２５号 
令和７年 

１１月２６日 

青森県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び青森県市

町村総合事務組合規約の変更について 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 

議案第２６号 
令和７年 

１１月２６日 

青森県市町村職員退職手当組合を組織

する地方公共団体の数の減少及び青森

県市町村職員退職手当組合規約の変更

について 

令和７年 

１１月２６日 
原案可決 
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◎議事日程 
 

第 １ 会議録署名議員の指名 

 

第 ２ 会期の決定 

 

第 ３ 議案第１５号 つがる西北五広域連合副広域連合長の選任について 

 

第 ４ 議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて（つがる西北五広域連合一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について） 

 

第 ５ 議案第１７号 専決処分の承認を求めることについて（つがる西北五広域連合病

院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について） 

 

第 ６ 議案第１８号 令和６年度つがる西北五広域連合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 

第 ７ 議案第１９号 令和６年度つがる西北五広域連合病院事業会計決算の認定につい

て 

 

第 ８ 議案第２０号 令和６年度西北五環境整備事務組合一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 

第 ９ 議案第２１号 令和７年度つがる西北五広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 

第１０ 議案第２２号 令和７年度つがる西北五広域連合特別会計補正予算（第１号） 

 

第１１ 議案第２３号 令和７年度つがる西北五広域連合病院事業会計補正予算（第１

号） 

 

第１２ 議案第２４号 つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

第１３ 議案第２５号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び青森県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

第１４ 議案第２６号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について 
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◎本日の会議に付した事件 
 

 議事日程に同じ 

 

◎出席議員（８名） 
 

 １番 伊 藤 永 慈 議員（五所川原市） 

 

 ２番 秋 田 幸 保 議員（五所川原市） 

 

 ４番 天 坂 昭 市 議員（つがる市） 

 

 ５番 平 川   豊 議員（つがる市） 

 

 ６番 神     考 議員（鰺ヶ沢町） 

 

 ７番 大 髙 恒 藏 議員（深浦町） 

 

８番 小 関   優 議員（鶴田町） 

 

 ９番 荒 関 富 雄 議員（中泊町） 

 

◎欠席議員（１名） 
 

 ３番 平 山 秀 直 議員（五所川原市） 
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◎説明のため出席した者（２０名） 
 

 広域連合長        佐々木 孝 昌（五所川原市） 

 

 副広域連合長       倉 光 弘 昭（つがる市） 

 

 副広域連合長       平 沢 一 臣（深浦町） 

 

 副広域連合長       相 川 正 光（鶴田町） 

 

 副広域連合長       濱 舘 豊 光（中泊町） 

 

 病院事業管理者      岩 村 秀 輝 

 

 会計管理者        小 林 益 代 

 

 代表監査委員       佐 藤 昭 司 

 

 事務局長         三 橋 大 輔 

 

 病院運営局長       竹 内 拓 人 

 

 かなぎ病院事務長     長 尾   実 

 

 鰺ヶ沢病院事務長     田 村 光 春 

 

 つがる市民診療所事務長  渡 辺 一 晋 

 

 鶴田診療所事務長     成 田 和 磨 

 

 総務課長         川 浪   学 

 

 環境政策課長       葛 西 収 一 

 

 人事課長         福 山 佳 秀 

 

 病院運営課長       丁子谷   充 

 

 中央クリーンセンター所長 工 藤 茂 樹 

 

 西部クリーンセンター所長 岩 谷 直 樹 
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◎職務のため出席した事務局職員 
 

 総務係主幹        北 村 知 典 

 

 総務係係長        秋 元 隆 寿 

 

総務係主任        田 村 明 子 

 

総務係主事        野 呂 叶 夢 
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午後２時００分 開会 

  ◎開会宣告 

○伊藤永慈議長 ただ今の出席議員は８名、定足数に達しております。 

  これより、令和７年つがる西北五広域連合議会第２回定例会を開会いたします。 

 

  ◎開議宣告 

○伊藤永慈議長 これより、本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号により進めます。 

 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○伊藤永慈議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７１条の規定により、 

８番 小関
こ せ き

 優
ゆう

 議員 

９番 荒関
あらせき

 富雄
と み お

 議員を指名いたします。 

 

  ◎日程第２ 会期の決定 

○伊藤永慈議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

  ◎諸般の報告 

○伊藤永慈議長 次に、諸般の報告を行います。 

広域連合長より、報告第１号及び第２号２件の報告が、また、監査委員より地方自治

法第２３５条の２第３項の規定に基づく例月現金出納検査の結果報告がありました。こ

の報告書は、事前に議案と共に送付してありますので、ご確認願います。 

 

  ◎日程第３ 議案第１５号から日程第１４ 議案第２６号まで 

○伊藤永慈議長 次に、日程第３、議案第１５号から日程第１４、議案第２６号までの１

２件を一括議題といたします。 

 

  ◎提案理由の説明 

○伊藤永慈議長 広域連合長より提案理由の説明を求めます。 

  広域連合長。 

 

○佐々木孝昌広域連合長 －登壇－ 

 令和７年つがる西北五広域連合議会第２回定例会の開会に当たり、議案の提案理由

をご説明申し上げます前に一言申し上げと思います。 

 先般行われました、中泊町長選挙におきまして濱舘豊光町長が再選されました。心

からお祝いを申し上げますとともに、広域連合事業推進にあたり、一層のお力添えを

賜りますようお願いするものであります。 
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 それでは、本定例会に提案いたしました議案の概要につきましてご説明申し上げま

す。 

議案第１５号は、つがる西北五広域連合副広域連合長の選任について、連合規約第

１２条第３項の規定により、濱舘豊光町長を副広域連合長として選任するため提案す

るものであります。 

議案第１６号及び議案第１７号までは専決処分の承認を求めることについてであり

ます。 

議案第１６号は人事院及び青森県人事委員会の勧告に準じ、各諸手当の支給をする

ため、つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例を制定したので、これを報告し、その承認を求めるものであります。 

議案第１７号は人事院及び青森県人事委員会の勧告に準じ、各諸手当の支給をする

ため、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例を定めたので、これを報告し、その承認を求めるものであります。 

議案第１８号は令和６年度つがる西北五広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して、議会の

認定を求めるものであります。 

議案第１９号は令和６年度つがる西北五広域連合病院事業会計決算の認定につい

て、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付して、議会の

認定を求めるものであります。 

議案第２０号は令和６年度西北五環境整備事務組合一般会計歳入歳出決算の認定を

求めるものであります。つがる西北五広域連合が令和７年３月３１日をもって解散し

た西北五環境整備事務組合の事務を承継したため、その令和６年度の決算について地

方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して、議会の認定を求

めるものであります。 

議案第２１号は令和７年度つがる西北五広域連合一般会計補正予算第１号でありま

す。歳入歳出予算総額に、それぞれ１７４万９千円を追加し、その総額を歳入歳出そ

れぞれ１億２，４２６万２千円とするものであります。 

議案第２２号は令和７年度つがる西北五広域連合特別会計補正予算第１号でありま

す。令和８年度の保守契約等において新年度すぐに業務を開始できるよう、債務負担

行為を設定するものであります。 

議案第２３号は令和７年度つがる西北五広域連合病院事業会計補正予算第１号であ

ります。収益的収入及び支出について、収入を５，１６５万１千円増額し、その予定

額を１６５億１，３３６万６千円とし、支出を３，７０３万３千円増額し、その予定

額を１７５億９４１万３千円とするものであります。次に資本的収入及び支出につい

て、収入を４億４，４３６万８千円増額し、その予定額を１６億７，１９２万円と

し、支出を４億１，２０１万４千円増額し、その予定額を１９億５，３０１万７千円

とするものであります。また、企業債の限度額を８億３，３９０万円から１２億８，

８５０万円に増額するものであります。 

議案第２４号はつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

議案第２５号は青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

青森県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。青森県市町村総合事務組

合の構成団体である黒石地区清掃施設組合が令和８年３月３１日をもって解散するこ

とに伴い、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県

市町村総合事務組合規約の変更について関係地方公共団体と協議する必要が生じたの

で、地方自治法第２８５条第１項及び第２９０条の規定に基づき、議会の議決を要す
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るものであります。 

議案第２６号は青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。青森県市町村職

員退職手当組合の構成団体である黒石地区清掃施設組合が令和８年３月３１日をもっ

て解散することに伴い、青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について関係地方公共団体と協

議する必要が生じたので、地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定に基づ

き、議会の議決を要するものであります。 

以上が、本定例会に提案いたしました議案の概要であります。詳細につきまして

は、議事の過程で本職並びに関係職員が説明いたしますので、ご賛同を賜りますよう

お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○伊藤永慈議長 それでは議案の審議をはじめます。 

お諮りいたします。議案第１５号については、質疑を省略し、直ちに採決いたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号は直ちに採決することに決しました。 

議案第１５号つがる西北五広域連合副広域連合長の選任について採決いたします。 

本件について、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、本件について同意することに決しました。 

ただいま同意を得ました副広域連合長が議場に入りますので、それまでの間、暫時

休憩いたします。 

 

 

 『暫時休憩』 午後２時１１分～午後２時１３分（２分間） 

 

○伊藤永慈議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

本日就任されました濱舘豊光副広域連合長から、就任にあたり、挨拶したい旨の申し

出がありましたので、これを許可いたします。 

濱舘豊光臣副広域連合長。 

 

○濱舘豊光副広域連合長 ただ今、皆様方のご同意により、副広域連合長に就任すること

になりました中泊町長の濱舘でございます。今後とも連合長を補佐し、連合の発展のため

に微力ながら力を尽くすものでございますので、皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げまして、簡単でございますが就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 
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○伊藤永慈議長 議案の審議を続けます。 

議案第１６号及び議案第１７号の２件については、質疑を省略し、直ちに採決いたし

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第１６号及び議案第１７号の２件は直ちに採決することに決しました。 

議案第１６号専決処分の承認を求めることについて、及び議案第１７号専決処分の

承認を求めることについての２件を一括採決いたします。 

以上の２件は承認をすることにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、以上の２件は承認することに決しました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、監査委員から決算審査意見の報告を求めます。 

監査委員。 

 

○佐藤昭司監査委員 －登壇－ 

監査委員の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

それでは決算審査意見報告をいたします。令和６年度つがる西北五広域連合一般会

計決算及び基金の運用状況、病院事業会計決算並びに西北五環境整備事務組合一般会

計決算及び基金の運用状況の審査報告。 

広域連合長より審査に付されました、令和６年度つがる西北五広域連合一般会計決

算及び基金運用状況、病院事業会計決算並びに西北五環境整備事務組合一般会計決算

及び基金の運用状況について、その審査結果の概要をご報告いたします。 

 初めに、一般会計についてであります。別冊の令和６年度つがる西北五広域連合一般

会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書の７ページをご覧ください。一般会計

の総括として、歳入歳出予算額１億１８７万８，０００円に対し、歳入決算額は１億１

８７万２，２２６円、歳出決算額は９，０４５万５，９２０円となり、その差し引き残

額は１，１４１万６，３０６円となっております。こちらは、全額を財政調整基金へ積

立てし、翌年度への繰越金は０円となっております。基金については、関係帳簿等を調

査したところ、調書のとおりであると認めました。 

 次に、病院事業会計についてであります。別冊の令和６年度つがる西北五広域連合病

院事業会計決算審査意見書の７ページをご覧ください。（１）収益的収入及び支出の決

算額が、収入額１５１億１，５５１万８，３５３円、支出額は１６５億８７４万１，０

４４円となっております。また、（２）資本的収入及び支出の決算額が、収入額１６億

５，６９４万７，０００円、支出額は、次のページに移りまして、２０億７，７８９万

５，２８１円となっております。続きまして、財務状況について、資産の期末現在額は、

１８４億３，１９６万７，４４６円で、その内訳は、固定資産が１１５億７，７５０万

８，３０７円、流動資産が６８億５，４４５万９，１３９円となっております。次に９

ページをご覧ください。負債の期末現在額は、１８０億４，５８２万４，６８３円で、

その内訳は、固定負債が５１億６，７９９万６，６３１円、流動負債が２９億９，２４

２万６，４７５円、繰延収益が９８億８，５４０万１，５７７円となっております。次

に資本の期末現在額は、３億８，６１４万２，７６３円で、その内訳は、資本金が５０
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億４，６５９万７，３５０円、当年度未処理欠損金が４６億６，０４５万４，５８７円

となっております。また、病院事業会計の資金不足比率審査についてでありますが、別

冊の令和６年度つがる西北五広域連合病院事業会計資金不足比率審査意見書の３枚目

に記載してありますとおり、資金不足は生じておりません。 

 最後に西北五環境整備事務組合一般会計についてであります。別冊の令和６年度西

北五環境整備事務組合一般会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書の７ページ

をご覧ください。決算については、歳入歳出予算額８億５，２９５万８，０００円に対

し、歳入決算額は８億６，１２３万２，６３３円、歳出決算額は７億８，２４８万５９

８円となり、その差し引き残額は７，８７５万２，０３５円となっております。こちら

は、西北五環境整備事務組合が令和７年３月３１日をもって解散したことから、差し引

き残額をつがる西北五広域連合に承継しているため、翌年度繰越金は０円となってお

ります。基金については、関係帳簿等を調査したところ、調書のとおりであると認めま

した。以上が決算等の概要であります。 

 最後に、審査結果について、ご報告申し上げます。 

 審査に付されました各会計の決算等につきましては、法令及び会計の原則に従って

作成され、また決算諸表の計数は、それぞれの関係帳簿と符合しており、適正な会計処

理を行なっていることを認めました。また、決算の内容及び予算の執行についても、議

決予算に従って執行されており、適正であると認めました。なお、詳細につきましては、

決算審査意見書のとおりでございます。よろしくお願いいたします。以上であります。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第１８令和６年度つがる西北五広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

採決いたします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第１９号令和６年度つがる西北五広域連合病院事業会計決

算の認定について、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

採決いたします。 
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本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２０号令和６年度西北五環境整備事務組合一般会計歳入歳

出決算の認定について、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

採決いたします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２１号令和７年度つがる西北五広域連合一般会計補正予算

について、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２２号令和７年度つがる西北五広域連合特別会計補正予算

について、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２３号令和７年度つがる西北五広域連合病院事業会計補正

予算について、質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２４号つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２５号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 
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     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 次に、議案第２６号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について、質疑を行

います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 無いようですので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○伊藤永慈議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○伊藤永慈議長 以上をもって、今定例会に付託されました案件の審議は、全て終了いた

しました。 

 

  ◎広域連合長あいさつ 

○伊藤永慈議長 広域連合長より、発言の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。 

  広域連合長。 

 

○佐々木孝昌広域連合長  －登壇－ 

 閉会にあたりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。 

今定例会も、伊藤議長をはじめ、議員各位のご理解とご協力によりまして、提案いた

しました議案への御承認及び御議決を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、今般の議会

においては、中泊町の濱舘豊光町長が副広域連合長に再任されたことによりまして、当広

域連合の事業運営がより一層円滑に進展されることを願うものであります。 

さて、令和７年４月１日から西北五環境整備事務組合の事務を当広域連合が承継し、

早くも７か月が経ちました。当広域連合は、介護認定・障害判定事業、一般廃棄物共同事

業、病院事業と大きく３つの分野の事業を運営するに至りましたが、地域住民の皆様が安

全で安心して暮らせるサービスを維持するためには、各事業において将来を見据えた安定

的・効率的な体制を広域連合全体で構築することが不可欠であります。 
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そのためには、行政の取り組みはもとより、住民、関係者、そして議員各位のお力添

えが必要でございますので、より一層のご協力を心からお願い申し上げます。 

結びに、これから寒さも増してまいりますので、皆様方におかれましては、健康に十

分ご留意され、ますますご活躍されますよう祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたしま

す。 

 

  ◎閉会宣告 
○伊藤永慈議長 これをもちまして、令和７年つがる西北五広域連合議会第２回定例会を

閉会いたします。 

  どうも、ありがとうございました。 

 

午後２時３２分 閉会



 

 




